
 

児
童
育
成
ク
ラ
ブ
は
、
保
護
者
が
就
労

な
ど
に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い
な
い
児
童
を

対
象
に
、
放
課
後
や
学
校
が
休
校
の
時
に
、

適
切
な
遊
び
と
生
活
の
場
を
保
証
し
健
全

な
育
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。 

 

浦
安
市
は
小
学
校
１
年
生
か
ら
４
年
生

ま
で
の
児
童
と
療
育
手
帳
な
ど
の
交
付
を

受
け
て
い
る
特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る

６
年
生
ま
で
の
児
童
を
対
象
に
し
て
お

り
、
市
内
公
立
小
学
校
17
校
全
校
に
児
童

育
成
ク
ラ
ブ
を
設
置
し
て
い
ま
す
。 

   

現
在
、
児
童
育
成
ク
ラ
ブ
の
職
員
は
、

「
支
援
員
」
と
、
支
援
員
を
補
助
す
る
「
補

助
員
」
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。 

児
童
40
人
以
下
に
２
人
以
上
の
支
援

員
を
配
置
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
う
ち
１
人
は
補
助
員
を
認
め
て
い
ま

す
。 支

援
員
の
資
格
に
つ
い
て
は
、
９
つ
の

基
準
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ

り
、
県
の
研
修
を
修
了
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。 

改
正
の
ひ
と
つ
は
、
教
育
免
許
の
更
新

が
さ
れ
て
い
な
く
て
も
免
許
状
を
所
有
し

て
い
る
と
該
当
と
す
る
こ
と
が
明
確
化
さ

れ
て
い
ま
す
。 

も
う
ひ
と
つ
は
、
こ
れ
ま
で
は
支
援
員

に
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
中
学
卒
業

者
が
５
年
以
上
は
児
童
育
成
ク
ラ
ブ
に
従

事
し
、
市
長
が
適
当
と
認
め
る
と
該
当
と

す
る
と
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
改
正
に
よ
り
、
支
援
員
研
修
を
受

講
で
き
る
対
象
者
が
増
え
る
こ
と
が
、
教 
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育
民
生
常
任
委
員
会
に
て
わ
か
り
ま
し

た
。 

 
   

と
こ
ろ
が
、
児
童
育
成
ク
ラ
ブ
の
民
間

委
託
の
運
営
事
業
者
へ
の
委
託
料
に
つ
い

て
支
援
員
が
増
え
て
も
予
算
上
は
変
わ
ら

ず
、
補
助
員
か
ら
支
援
員
に
な
る
と
給
与

が
ど
の
程
度
改
善
さ
れ
る
の
か
把
握
し
て

い
な
い
こ
と
が
日
本
共
産
党
の
質
疑
で
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。 

現
在
、
16
の
児
童
育
成
ク
ラ
ブ
が
民
間

委
託
と
な
り
、
東
小
学
校
児
童
育
成
ク
ラ

ブ
は
保
護
者
が
運
営
に
直
接
関
わ
る
運
営

委
員
会
方
式
で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。 

運
営
委
員
会
方
式
で
は
支
援
員
の
時
給

は
最
大
１
１
３
０
円
で
す
が
、
民
間
委
託

に
な
る
と
時
給
は
下
が
っ
て
い
る
状
況
が

続
い
て
い
ま
す
。 

    

１
９
９
８
年
に
児
童
福
祉
法
に
児
童
育

成
ク
ラ
ブ
が
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

が
作
成
さ
れ
、
２
０
１
４
年
に
浦
安
市
放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
が
施

行
さ
れ
て
い
ま
す
。 

子
ど
も
た
ち
が
健
や
か
に
育
ち
あ
う
こ

と
が
で
き
る
環
境
の
整
備
に
は
、
職
員
が

安
心
し
て
働
け
る
職
場
で
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
職
員
の
処
遇
改 

善
は
急
務
で
す
。 

 
 

今
後
も
日
本
共
産
党
は 

職
員
の
処
遇
改
善
に
取
り 

組
み
ま
す
。 
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６
月
議
会
の
議
案
に
児
童
育
成
ク
ラ
ブ(

学
童
保
育)

の
支
援

員(

職
員)

の
資
格
に
つ
い
て
、
国
の
改
正
に
準
じ
る
と
し
て
条

例
の
改
正
案
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

２０１８年６月25日 

第 1４６１号 

号 

児童育成 
クラブ 

適
切
な
遊
び
と 

生
活
の
場
の
保
証 

支
援
員
配
置
の
充
実
を
！ 

委
託
業
者
の
給
与 

答
弁
で
き
ず
！ 

制
度
改
正
と
合
わ
せ
て 

職
員
の
処
遇
改
善
を
！ 
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 (職員) 
第１１条 省略  ２ 省略 
３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、放課後児童健全育
成事業の設備及び運営に関する基準(平成 26年厚生労働省令第 63号。以下「基準省令」と

いう。)第 10 条第 3 項に規定する都道府県知事が行う研修を修了したものでなければなら
ない。 
(1) 保育士となる資格を有する者 
(2) 社会福祉士となる資格を有する者 
(3) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26号)による高等学校若しくは中等教育学校 

又は旧中等学校令(昭和 18 年勅令第 36 号)による中等学校を卒業した者、同法第 90
条第 2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による 12年
の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を
修了した者を含む。)又は基準省令第 10 条第 3 項第 3 号の規定により文部科学大臣

がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第 9号において「高等学校卒業者等」
という。)であって、2 年以上児童福祉事業に従事したもの 

(4) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者 
(5) 学校教育法による大学又は旧大学令(大正 7 年勅令第 388 号)による大学において、

社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこ
れらに相当する課程を修めて卒業した者 

(6) 学校教育法による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若
しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位

を修得したことにより、同法第 102 条第 2項の規定により大学院への入学が認められ
た者 

(7) 学校教育法による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学
若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

(8) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育
学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

(9) 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業
に従事した者であって、市長が適当と認めたもの 

４・５ 省略 

 

現在の条例 改正後の条例案 

第１１条 省略 ２ 省略 
３ 同左  
（1）～（3）同左 
(4) 教育職員免許法(昭和 24 年法律第１

４７号)第４条に規定する免許状を
有する者 

（5）～(９)同左 
（10）５年以上放課後児童健全育成事業に

従事した者であって、市長が適当と
認めたもの 

 
４・５ 省略 


